
第５期 雲南市農業委員会第２２回総会議事録 

 

１．日  時   平成２８年４月２１日（木） １４：３０～１５：５０ 

 

２．場  所   下熊谷交流センター 多目的ホール 

 

３．出席委員（３３名）     

１番 渡部洋一   ２番 髙尾茂通   ３番 岡田康弘   ５番 片寄健治 

６番 日野一夫   ７番 鳥谷悦雄   ８番 高橋敬二   ９番 永井尚二 

１０番 周藤寛洲  １１番 藤原修至  １２番 橋本 博  １３番 松原利廣 

１４番 高田 耕  １５番 青木征温  １６番 内部武雄  １７番 柳原昌広 

１９番 白築美雄  ２０番 中西康一  ２１番 嘉本輝雄  ２２番 渡部満憲 

２３番 鶴原能也  ２４番 廣澤幸博  ２５番 錦織邦男  ２６番 岡田 伸 

２７番 持田明典  ２８番 川上蘆求  ２９番 山本裕子  ３２番 小田久義 

３３番 藤原 好  ３４番 山本博子  ３５番 宇都宮敏章 ３６番 石橋義明 

３７番 加藤一郎 

 

４．欠席委員（３名） １８番 白築 進  ３０番 高島幹雄  ３１番 陶山直利 

 

  遅刻届出委員（１名） ４番 竹内 勉 

 

５．事務局又は説明者    統 括 監 日野 誠   事務局長 長妻英文 

統括主幹 女鹿田比文  主 幹 白築 香 

主 幹 大塚雄彦 

 

６．議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

  日程第２  諸報告 

  日程第３  議案の上程 

・議第１３４号 農地法第２条の規定による非農地証明申請に対する承認について 

・議第１３５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

・議第１３６号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

・議第１３７号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

・議第１３８号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

 

７．議  事 

発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

定刻になりました。 

ご起立ください。 

 

 



発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

一同互礼。 

ご着席ください。 

 

ただ今の出席委員は３３名であります。 

定足数に達しておりますので、雲南市農業委員会第２２回総会を開会いたします。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、会議規則第１３条の規定により、７番鳥谷悦雄委員、８番高橋

敬二委員を指名します。 

 

日程第２、諸報告を行います。 

事務局より説明を求めます。 

 

【諸届及び会務等について事務局より報告並びに説明】 

 ・農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

・農地等返還通知（使用貸借解約）の受理について 

 ・田畑転換届出の受理について 

・農地法第４条第１項第８号（施行規則第３２条第１号）届出書（農業用施設用地

転用届出）の受理について 

・会議等の報告事項について 

・会議等の予定について 

 

 以上で諸報告を終わります。 

それでは、諸報告について質問等がありましたら、挙手の上発言をお願いします。

なお、発言をされる委員は、最初に議席番号とお名前をお願いいたします。 

質問はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので質問を終わります。 

 

日程第３、議案の上程を行ないます。 

それでは最初に、「議第１３４号 農地法第２条の規定による非農地証明申請に対す

る承認について」を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案書９ページ「議第１３４号 農地法第２条の規定による非農地証明申請に対す

る承認について」説明します。 

 

 



発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

１０ページをご覧ください。非農地証明申請が１件出ております。 

申請番号１番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿畑、現況荒廃農地で面積は 257㎡、権利の種 

別は非農地証明で、所有者は○○市○○町の□□□□さん。非農地の事由は、「市外 

在住で放置してしまった結果、山林原野化してしまったため」ということです。確認 

委員は○○委員さんで３月３０日に現地確認を行っております。 

非農地証明の対象となる農地についてですが、今回のこの土地は、長期間、耕作放

棄したため、自然改廃した農地で、農地への復旧・耕作が困難な土地であるため、非

農地証明して問題ないと考えております。 

以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

 （無しの声あり） 

 

 無いようですので次に質疑を行います。何か質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

次に、討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

お諮りいたします。「議第１３４号 農地法第２条の規定による非農地証明申請に対

する承認について」は、申請のとおり非農地として承認することにご異議ございませ

んか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第１３４号 農地法第２条の規定による非農地証明申請に対する承認に

ついて」は、申請のとおり非農地として承認することに決定いたしました。 

 

次に、「議第１３５号 農地法第３条の規定による許可申請について」を議題としま 

す。 



 

発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 事務局より説明を求めます。 

 

議案書１１ページ「議第１３５号 農地法第３条の規定による許可申請について」

説明をいたします。 

１２ページをご覧下さい。２件の申請が出ております。 

申請番号１番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿、現況とも畑で面積は 1,339㎡です。権利の種 

別は３条の無償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん。申請事由は、「事業経 

営が多忙になり管理できなくなったため、長年管理に協力してもらっている譲受人に

譲渡する」ということです。譲受人は、○○町○○の△△△△さん。申請事由は、「申

請地を譲り受け、農業経営を拡大する。」ということです。土地代につきましては長年、

管理に協力してもらっていたということで無償ということでございます。確認は○○

委員さんです。 

 

申請番号２番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿、現況とも畑で面積は 150㎡です。権利の種別は

３条の有償移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん。申請事由は、「譲受人の要望

により譲渡する。」ということです。譲受人は、○○町○○の△△△△さん。申請事由

は、「申請地が自宅と隣接しており農作業に都合がよいことから規模拡大を図る。」と

いうことであります。土地代は 10ａ当り 80,000円で、確認は○○委員さんです。 

以上、２件の案件につきまして「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確

保に支障が生ずる恐れはなく、機械の保有、農作業の従事状況等からみて全ての農地

について効率的に利用できるもの」と見込まれ、下限面積要件も満たしています。し

たがって、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たして

いると考えております。 

以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

（無しの声あり） 

 

 無いようですのでただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございません

か。 

 

（無しの声あり） 

 

無しと認めます。 

 

 



 

発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に討論を行います。討論はございませんか。 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第１３５号 農地法第３条の規定による許可申請について」

は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第１３５号 農地法第３条の規定による許可申請について」は、申請の

とおり許可することと決定いたしました。 

 

次に、「議第１３６号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について」

を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案書１３ページ「議第１３６号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意

見について」説明をいたします。 

１４ページをご覧ください。 

申請番号１番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿、現況とも田、面積は 420㎡です。 

申請人は、○○町○○の□□□□さん。転用目的は農業用倉庫、駐車場及び資材置

場で、農業用倉庫 1棟 33.95㎡、駐車区画４台分、資材置場 90㎡を建設されます。 

転用理由は、「申請地の近くに農業用倉庫等の敷地があったが売却したため、新たに

農業用倉庫等を確保するため。」とのことです。 

平成２８年２月２６日に農用地除外の許可が出ており、確認は○○委員さんです。 

農地区分は、「土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地である」

ことから、第１種農地と判断いたしました。許可条項は規則第３３条第４号に規定す

る「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業

務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」の「集落接続」に該当すると考え

ます。 

 

申請番号２番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿 田、現況 畑、申請面積は 9.00㎡です。 

申請人は、○○町○○の□□□□さん。転用目的は墓地で、墓碑１棟を建築されま

す。転用理由は、「現在の墓地は、自宅から少し離れており墓地への往来及び永代管

理が困難であるため。」とのことです。 

平成２８年２月２６日に農用地除外の許可が出ており、確認は○○委員さんです。 

農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地である」

ことから、第２種農地と判断致しました。許可条項は、法第４条第２項第２号に規定 



 

発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

する「申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより転用目的を達成するこ 

とができない。」場合の「代替性なし」に該当すると考えます。 

 

申請番号３番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿、現況とも畑、面積は 8.99㎡です。 

申請人は、○○町○○の□□□□さん。転用目的は墓地で、墓碑１棟を建築されま

す。転用理由は、「現在の墓地は急傾斜地の上にあり、参道は坂道で道幅も狭く墓参

に不便なため申請地に移転新設する。」とのことです。 

平成２８年２月２６日に農用地除外の許可が出ており、確認は○○委員さんです。 

農地区分・許可条項は２番と同じです。 

 

申請番号４番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿、現況とも畑、面積は 81㎡です。 

申請人は、○○町○○の□□□□さん。転用目的は駐車場で、駐車区画４台分を建

設されます。転用理由は、「現在、息子が陶芸工房をしており、申請地を転用し来客

用及び自家用の駐車場を新設したい。」とのことです。 

第１種住居区域に指定されており、確認は○○委員さんです。 

農地区分は用途が指定されていることから第３種農地と判断しました。第３種農地

は原則転用可能となっております。 

 

申請番号５番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿、現況とも畑、面積は 407㎡です。申請人は、○

○町○○の□□□□さん。転用目的は車庫・物置・進入路で、車庫１棟 37㎡、物置１

棟 15.33㎡を建設されます。 

近隣商業地域に指定されており、確認は○○委員さんです。 

農地区分、許可条項は先ほどの４番と同じです。 

以上、５件の申請についてご審議をお願いいたします。 

 

ただ今、事務局より説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

（無しの声あり） 

 

 無いようですので、ただ今事務局から説明をいたしましたが、質疑はございません

か。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので質疑を終わります。 



 

発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第１３６号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意

見について」は、申請のとおり承認とし、県に進達することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、「議第１３６号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見につい

て」は、申請のとおり承認とし、県に進達することに決定いたしました。 

 

次に、「議第１３７号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について」

を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案書１６ページ「議第１３７号 農地法第５条の規定による許可申請について」

説明します。 

１７ページをご覧ください。 

申請番号１番 

○○町○○△△-△外２筆、地目は登記簿田・現況雑種地、面積は 2,095㎡です。権

利の種別は所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○

の△△△△さんです。転用目的は駐車場で、駐車区画４２台分を建設されます。転用

理由は、「既設の職員、公用車及び来客用の駐車場が保育園増設用地となり、駐車場の

整備、確保を図るため。」ということです。始末書が提出されておりまして、「平成２

８年２月に整地を行ってしまった。」ということです。平成２８年２月２６日に農用地

除外の許可が出ており、土地代は 10アール当り 477,000円、確認は○○委員さん、○

○委員さんです。農地区分は、「土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となっ

た農地である」ことから、第１種農地と判断いたしました。許可条項は規則第３３条

第４号に規定する「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日

常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」の「集落接続」に

該当すると考えます。 

 

申請番号２番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿田・現況雑種地、面積は 476㎡です。権利の種別

は所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○の△△△

△さんです。転用目的は進入路・自動車置き場を整備されます。転用理由は、「自 



 

発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動車関係の事業を営んでおり、申請地を譲り受け自動車置場と進入路を設置したい。」 

ということです。始末書が提出されておりまして、「平成２８年３月に事前着手してし 

まった。」ということです。平成２８年２月２６日に農用地除外の許可が出ており、土

地代は 10アール当り 630,000円、確認は○○委員さんです。農地区分、許可条項は先

ほどの１番と同じであります。 

 

申請番号３番 

○○町○○△△-△外１筆、地目は登記簿畑・現況宅地、面積は 447㎡です。権利の

種別は所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○町○○の△

△△△さんです。転用目的は宅地拡張、宅地進入路及び車庫兼貸倉庫で、車庫兼倉庫

１棟 121㎡を建設されます。転用理由は、「宅地東側庭部分が狭いため、申請地を譲り

受けて庭を拡張したい。また、宅地から市道への自己所有地の通路がないため、通路

と車庫兼貸倉庫の敷地としたい。」ということです。始末書が提出されておりまして、

「昭和６０年頃に倉庫兼作業場を建築してしまった。」ということです。農用地区域外 

で都市計画区域内の第１種住居地域に指定されております。土地代は 10 アール当り

3,579,000 円、確認は○○委員さんです。農地区分は「都市計画法に規定する用途地

域が定められている地域内の農地である」ことから、第３種農地と判断しました。第

３種農地は、原則転用可能となっております。 

 

申請番号４番 

○○町○○△△-△外３筆、地目は登記簿・現況とも畑、面積は 1,048㎡です。権利

の種別は所有権移転で、譲渡人は○○町○○の□□□□さん、譲受人は○○市○○町

の㈱△△代表取締役△△△△さんです。転用目的は太陽光発電施設で、太陽光発電パ

ネル１５６枚、309.04 ㎡を建設されます。転用理由は、「申請地に太陽光発電所を設

置したい。」ということです。農用地区域外で、土地代は 750,000円、確認は○○委員、

○○委員さんです。農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性

の低い農地である」ことから、第２種農地と判断致しました。許可条項は、法第５条

第２項第２号に規定する「申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより転

用目的を達成することができない」場合の「代替性なし」に該当すると考えます。 

 

申請番号５番 

○○町○○△△-△、地目は登記簿田・現況畑、面積は 523㎡です。権利の種別は使

用貸借で、貸付人は○○町○○の□□□□さん、借受人は○○町○○の△△△△さん

です。転用目的は一般個人住宅及び倉庫で、住宅１棟 77㎡、倉庫１棟 110㎡を建設さ

れます。転用理由は、「在来農業倉庫を縮小し、結婚後の居宅を新築したい。」という

ことです。農用地区域外で、賃借料は無償、確認は○○委員さんです。農地区分、許

可条項は先ほどの４番と同じであります。 

以上５件の案件につきまして、ご審議をお願いします。 
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ただ今、事務局から説明がありましたが、確認委員で補足説明があれば、説明をお

願いいたします。 

 

 ７番○○です。１番の案件ですが、今年２月に整地をおこなったとありますが、△

△△△さんは○○福祉会の代表であり、○○保育園と老人ホームの経営者です。３７

ページの地図を見てもらいますと、３筆を駐車場として利用したいということです。

新しい乳児保育の施設を△△-△に造設分園し、既に３月２０日に竣工が終わっており

ます。それまでに駐車場をいっしょに間に合わせたい考えで、去年から話がありまし

た。大量の残土が出てきたということで話がありまして、まだ全部整地が出来ており

ません。同時進行で埋め立てを認めたということで、まだ完成はしておらず継続中で

す。△△-△と△△-△は完璧にできましたが、△△-△はまだ埋め立て中であります。

このような訳ですがご審議のほどを宜しくお願いします。 

 

 ８番○○です。申請番号２番の始末書の件でありますが、私が確認した段階では泥

が入っていなかったです。３月の上旬だったと思いますが、全く手が付けられていな

かった訳ですが、事務局に申請が出た段階で行ってみたら泥が入れてあったというこ

とで、始末書を提出してもらうことになりました。現在の状況は４４ページに写真が

載っていますが、この状態からストップしています。△△さんから始末書が出ていま

すが、農振除外の手続きが完了したということで所有権移転登記を申請しようとした

ら、未だ農地転用の申請がされていませんという指摘を受けて、手続きを専門家に依

頼したところです。その一方で業者に工事の見積もりを取りました。その後業者の方

からちょうど残土が出たので入れさせてほしいとの申し出があり、田を畑にすること

は届け出でいいという認識もあって、泥を入れるくらいは問題ないと安易な間違った

認識のもとに、業者にいいですよと了解をしてしまったということです。理由はとも

あれ、転用の許可が下りていない状況で、無断で土を入れてしまって誠に申し訳なく、

今後は農地法を遵守していきますというお詫びがありましたので、よろしくご協議の

ほどお願いいたします。 

 

６番○○です。３番目の案件ですが、パトロールして再三指導してきたところです

が、この度５条申請を出したものです。○○の△△-△番地と△△-△番地の通路及び

車庫兼貸倉庫工事については昭和６０年ごろに当時建具店を営んでいましたが、○○

○○さんが建具店兼倉庫として建てられ、一部を駐車場と資材倉庫としておられまし

た。その後平成１０年に廃業で建具店をやめられて放置されていましたが、３年前よ

り○○の農事組合法人○○から依頼されて、現在農業用倉庫として貸し出されていま

す。このたび所有者の□□さんから土地を譲っていただけることになり、宅地と市道

との間に自己所有地の通路がなく建物も車庫兼貸倉庫として本人に移譲する必要があ

るため農地転用を勧めていただきました。約３０年前に△△さんのおじいさんが転用

されその後他人の所有地になりましたが、無断転用で放置していたことを深くお詫 

び申し上げますとともに今後はこのようなことがないように留意いたしますのでご寛 
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容の措置を賜りますようお願いします。写真にあるように手前のアルミサッシのとこ

が倉庫で、トラックが入っているのが駐車場、上の写真は宅地がありますが右の家が

△△さんの住宅、ここの間が通路で買われたということです。宜しくお願いします。 

以上です。 

 

 他にありませんか。ただ今事務局、確認委員から説明をいたしましたが、質疑はあ

りませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

無いようですので質疑を終わります。 

次に、討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

 お諮りいたします。「議第１３７号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意

見について」は、申請のとおり承認とし、県に進達することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

 よって、「議第１３７号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見につい

て」は、申請のとおり承認とし、県に進達することに決定をいたしました。 

 

次に、「議題１３８号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」を議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

 

議案書１９ページ「議第１３８号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の承認について」説明します。 

２０ページをご覧ください。 

 今回の案件は大東町７件、加茂町１件、木次町２件、三刀屋町４件、吉田町１件、

掛合町１件の計１６件申請されております。 

 この全ての計画とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件である「全ての

農用地を効率的に耕作すること、農作業に常時従事すること、農用地利用集積計画の

内容が基本構想に適合するものであること」の要件を満たしていると考えます。 

 以上、ご審議よろしくお願い致します。 
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 ただ今、事務局より説明がございましたが、慣例により各町でご協議いただくこと 

とします。 

 １５時４０分まで、暫時休憩といたします。 

 

 （休憩） 

 

会議を再開します。 

先ほど、休憩中にご協議いただいた結果を、各町より発表していただきます。 

○○町より順次発表願います。 

 

９番□□です。○○町７件、全て妥当と判断しましたのでご報告いたします。 

 

６番□□です。○○町１件、全て妥当と判断しましたのでご報告いたします。 

 

２４番□□です。○○町２件、全て妥当と判断しましたのでご報告いたします。 

 

５番□□です。○○町４件、全て妥当と判断しましたのでご報告いたします。 

 

４番□□です。○○町１件、全て妥当と判断しましたのでご報告いたします。 

 

３番□□です。○○町１件、全て妥当と判断しましたのでご報告いたします。 

 

 ありがとうございました。ただ今、各町から発表のとおり、許可妥当ということで

すが、質疑はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

質疑を終わります。 

次に討論を行います。討論はございませんか。 

 

（無しの声あり） 

 

討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議第１３８号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認につ

いて」は、申請のとおり全て妥当として市長に報告することにご異議ございませんか。 

 

（無しの声あり） 
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異議なしと認めます。 

よって、「議第１３８号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承

認について」は、申請のとおり全て妥当として市長に報告することに決定いたしまし

た。 

 

以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。閉会といたします。 

 

ご起立下さい。 

一同互礼。 

 ご着席願います。 

 

次にその他事項に入ります。 

【その他事項】 

(1) 平成２７年度農業委員会活動報告について 

(2) 平成２８年度農業委員会予算について   

(3) 平成２７年度雲南市農業委員会慶弔会計・会長交際費・事務局会計決算

報告について 

(4) 監査報告 

(5) 平成２８年度雲南市農業委員会慶弔会計予算（案）について 

(6) 平成２８年度雲南市農業委員会の体制及び活動計画について 

(7) 平成２８年度農林振興課予算について 

(8) 利用意向調査結果について 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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